
東
京
都
建
築
安
全
条
例
と
そ
の
解
説
　
改
訂
三
十
四
版 

追
補

以
下
の
条
例
等
の
改
正
に
よ
り
、
こ
こ
に
追
補
と
し
て
掲
載
致
し
ま
す
。

〇
東
京
都
建
築
安
全
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
七
日
東
京
都
条
例
第
八
十
九
号
）

　

最
終
改
正
：
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
日
東
京
都
条
例
第
九
十
八
号

〇
東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
十
月
五
日
東
京
都
規
則
第
百
五
十
九
号
）

　

最
終
改
正
：
平
成
二
十
八
年
九
月
九
日
東
京
都
規
則
第
二
百
四
号

条
例
等
改
正
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

頁

行

改
正
後

改
正
前（
本
書
掲
載
内
容
）

5

４
行
目

最
終
改
正　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
日
東
京
都
条
例
第

九
十
八
号

最
終
改
正　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
東
京
都
条
例

第
三
十
六
号

149

後
ろ
か
ら

３
行
目

四　

床
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
毎
時
十
四
立
方
メ

ー
ト
ル
以
上
の
換
気
量
を
有
す
る
換
気
設
備
を
設
け
る
こ

と
。

四　

床
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
ご
と
に
毎
時
二
十
五
立
方

メ
ー
ト
ル
以
上
の
換
気
量
を
有
す
る
換
気
設
備
を
設
け
る

こ
と
。

226

附　
　
　
　
　

則
（
平
成
二
八
年
条
例
第
三
六
号
）
の
後
、
以
下
の
追
加

附　
　
　
　
　

則
（
平
成
二
八
年
条
例
第
九
八
号
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

234

後
ろ
か
ら

２
行
目

最
終
改
正
：
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
日

最
終
改
正
：
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

387

３
行
目

最
終
改
正　

平
成
二
十
八
年
九
月
九
日
東
京
都
規
則
第

二
百
四
号

最
終
改
正　

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
東
京
都
規
則

第
百
四
十
三
号

388

７
行
目

五　

法
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
四
条
第

一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
、
第
四
十
七
条
た
だ
し
書
、

第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
各
項
た
だ
し

書
（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
五
十
一
条
た
だ
し
書
（
法
第

八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）、
第
五
十
二
条
第
十
項
、
第
十
一
項
若
し
く
は

第
十
四
項
、
第
五
十
三
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
第
三

号
、
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号

（
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）、
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号
、
第
五
十
六
条
の
二

第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
、

第
五
十
九
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
項
、
第

五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、

第
六
十
条
の
三
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し

書
、
第
六
十
七
条
の
三
第
三
項
第
二
号
、
第
五
項
第
二
号

若
し
く
は
第
九
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、

第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条

の
三
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第
二
項
、
第

六
十
八
条
の
七
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は

第
四
項
又
は
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項

に
規
定
す
る
許
可
の
申
請

五　

法
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
四
条
第

一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
、
第
四
十
七
条
た
だ
し
書
、

第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
各
項
た
だ
し

書
（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
五
十
一
条
た
だ
し
書
（
法
第

八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）、
第
五
十
二
条
第
十
項
、
第
十
一
項
若
し
く
は

第
十
四
項
、
第
五
十
三
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
第
三

号
、
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号

（
法
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）、
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号
、
第
五
十
六
条
の
二

第
一
項
た
だ
し
書
、
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
、

第
五
十
九
条
第
一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
項
、
第

五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、

第
六
十
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
七
条
の
三
第

三
項
第
二
号
、
第
五
項
第
二
号
若
し
く
は
第
九
項
第
二
号
、

第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は

第
三
項
第
二
号
、
第
六
十
八
条
の
三
第
四
項
、
第
六
十
八

条
の
五
の
三
第
二
項
、
第
六
十
八
条
の
七
第
五
項
、
第

八
十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
八
十
六
条
の

二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
に
規
定
す
る
許
可
の
申
請
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後
ろ
か
ら

２
行
目

附　

則
（
平
成
二
八
年
規
則
第
二
〇
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附　

則
（
平
成
二
八
年
規
則
第
一
四
三
号
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
作
成


